
香取市の被災状況・対応状況について 
 

１．香取市内の被災状況（概要・７月 31日現在） 

 ○建物被害 

 ・約６，０００棟（全半壊 ＋ 一部損壊） 

   被災建築物が非常に多く、詳細は調査中。 

   なお、平成 23年５月２日付けで内閣府より、地盤の液状化等により損傷した住家の被害

認定について、新たな基準が示され、建物の傾斜基準の緩和及び建物の潜り込み被害が新

たに判定の対象となった。 

 

 ・被害認定状況  

ア 全壊         ２２４ 

イ 大規模半壊   １,１１１ 

ウ 半壊       １,４１３ 

エ 一部損壊     ３,１１８ 

オ その他        ３７４   

計         ６,２４０ 

 

○液状化の状況 

 ・市全体で、約３，５００ｈａという広大な面積で液状化。（東京ドーム 約７５０個分） 

 ・住宅地では、佐原地区、小見川地区の低地を中心に約１４０ｈａで液状化。 

 

○道路、河川等 

 ・道路被災 ６０７箇所 (最大、通行止：81か所、片側通行：31か所） 

 ・河川被災 ２１箇所 

 

○上水道 

 ・19,768戸が断水。 

  平成 23年４月 17日、仮設配管を含む復旧工事により市内全域で断水が解消。 

 

○下水道 

・下水道本管、マンホール、取付管、公共ますの砂没や断裂、家庭の排水管の損傷により、

ピーク時、公共下水道で 1,525戸、農業集落排水で 255戸に影響。 

   

○学校施設等 

 ・小中学校、給食センターは、全施設が被災。小・中規模災害復旧工事及び大規模被害を受

けた小見川西小学校・佐原中学校の復旧工事については、平成 24年度末までに工事完了。 

 ・新島中学校校舎新築復旧工事については、平成 25年８月に完了。（囲障等改修について、

10月末までに完了予定） 

 ・スポーツ施設 20施設中 19施設に被害を受けたが、復旧工事完了。 

 

○保育施設（公立） 

 ・液状化等被害 ２施設（新島保育所、大倉保育所） 

  新島保育所の災害復旧工事は平成 24年 8月完了、大倉保育所の災害復旧工事平成 24年 11

月完了。 

 ・一部被災 ９施設（平成 23年度修繕済） 



 

○消防施設 

 ・栗源分遣所が被災。使用不能となったため、栗源支所に一時移転して対応。 

 

○市内の公共施設の被害額 ： 約２００億円（現時点の概算） 

 （水道、下水道、道路、河川、農業関係施設、観光関係施設、文教施設、庁舎、消防、その

他公共施設に関するもののうち、市で現在把握している損害額の概算） 

 

 

２．香取市の主な対応状況 

○住宅対策 

 ・公営住宅等への入居斡旋（21世帯） 

市営住宅（３世帯） 県営住宅（２世帯） 国家公務員宿舎（９世帯） 

民間借上げ（７世帯） 

 ・応急仮設住宅 30戸が旧佐原ニ中運動場に建設され、平成 23年５月 10日から入居開始 

 現在、応急仮設住宅は 23世帯 67人、民間借上げ(みなし仮設)は 4世帯 6人が入居中。 

 ・避難所（市民体育館）は、ライフラインの復旧や応急仮設住宅等の建設により平成 23年

５月 15日に閉鎖。利用者は延べ 1,256世帯、2,797人、受付業務従事者は延べ 411人 

・応急仮設住宅等入居者に対し、香取市内（佐原・小見川・山田）循環バスの無料乗車証を

交付し、運賃を無料化 

・復興交付金を活用し、平成 26年 3月までに災害公営住宅 16戸を建設予定。 

 

○仮設住宅入居者支援 

・入居者に対する健康相談を実施 

  実施期間：平成 23年 11月～仮設住宅設置期間 

目  的：健康状態の確認及び相談      

内  容：談話室において健康相談・傾聴、 

各戸を訪問し、状況確認・相談や傾聴 

     毎月 2回月曜日 AM10：00～11：45 

スタッフ：健康づくり課（保健師・栄養士・歯科衛生士）毎回 2名程度 

     県看護協会（地域における高齢者見守り支援アドバイザー）  

 支援対象：入居者全員 

・入居者に対する心のケア事業 

 実施期間：平成 23年 7月～平成 26年 3月(予定) 

 目  的：被災住民のストレス、心身の健康回復と生活再建への取り組む意欲向上のため

臨床心理的視点による支援を行う。 

 内  容：参加者に個別対応によりリラックス動作法及び相談を実施 

      各戸を巡回し相談や傾聴 

      毎月 2回日曜日 AM10：00～12：00 

 スタッフ：千葉臨床動作法研究会（かとりリラックス動作法チーム 5～8名） 

      健康づくり課(保健師・栄養士・歯科衛生士・事務職員)1～2名 

 参 加 者：平均 5～10人／回 

 

○高齢者対応等 

一人暮らし高齢者（約 900人）に対して、社会福祉協議会で民生委員及び母子福祉協力員を

中心に、安否確認・水と食料を配布。 



 

○情報の提供 

 ・防災行政無線や広報紙、ホームページ等により随時、震災関連情報を提供。 

・H23 4/20、6/30、12/20広報かとり臨時号を発行して、被災者支援情報を提供。 

 

○香取市震災復旧・復興計画の策定 

本格的な復旧、そして復興という新たな段階に進むにあたり平成 23年５月 23日に「香取市

震災復旧・復興基本方針」を策定。同基本方針等に基づき、震災からの復興を迅速かつ計画的

に進めるため、平成 23年 11月 21日に「-東日本大震災- 香取市災害復興計画」を策定。 

 

○香取市災害復興本部の設置 

発災直後から設置してきた「災害対策本部」について、ライフラインの仮復旧、避難所の閉

鎖、香取市震災復旧・復興基本方針が策定されたことに伴い、今後予定される復旧・復興業務

を円滑かつ適切に行うため、平成 23年５月 23日をもって「災害復興本部」に移行 

 

 

 

 

 


